
子育て・教育 

●中学校内卒業アルバム見積合わせの件 

Ｑ． 

PTAとして卒業アルバム見積合わせに参加しましたが、手続きについて疑義があります。 

①：コンプライアンス違反？ 

  透明性が担保されていない。未必的故意による書類の取り扱い。 

➁：校内選定委員による決定＝保護者の総意という拡大解釈 

  PTA関係者及び業者には『校内選定委員』に決定する旨の依頼・通知を行っています

が保護者に対して確実に周知は行ったのか？ 

①は本来、組織の問題となりますが、現場にて見知り得た事実なので、違反かどうか判

断し違反であれば保護者に報告して下さい。 

➁に関しては、書面などで『アルバムの業者選定は選定委員が行う旨の是非』『その選定

に関する委任』の周知徹底が今までの配布物等からは確認できませんでした。 

 事実の確認と判断結果をお知らせください。 

（令和 4年 10月受付） 

 

Ａ． 

 市教育委員会では、新発田市契約規則を参考に、新発田市学校事務共同実施推進協議

会と共同で「新発田市立小・中学校保護者預り金及び関係団体預り金取扱要領」を作成

し、市立小・中学校全校において、「保護者預り金」及び「関係団体預り金」にかかる

経理の適正な運用を図っておりますが、このたびの御指摘を受け、早速、教育委員会に

指示し、学校の校長をはじめ担当職員から事情を聴取させました。 

 はじめに、業者から提出された見積書の日付が「8月吉日」となっていたこと、その

見積書の郵送に使われた封筒が破棄されたことについては、見積書の提出日が適切かど

うか客観的に判断できないことから、不適切であると考えます。 

 また、担当職員が一人で見積書を開封処理したことについても、見積書の改ざんを疑

わせる行為であり、不適切と言わざるを得ません。 

 このような担当職員の不適切な対応が二度と起こらぬよう、教育委員会を通じて指導

いたしました。 

 次に、業者選定を選定委員に一任する旨を保護者に周知していないのではないか、に

ついては、当該中学校ではこれまでも特段周知していないことについて、保護者から異

論は出ていないことから、これまでどおり周知していないとのことでした。市内の他の

小・中学校に確認したところ、「周知している」と回答した学校もありました。当該中

学校には、安易な前例踏襲をよしとせず、保護者や地域の皆様の声に耳を傾け、改善で

きるものは積極的に取り組むよう教育委員会を通じて指導いたします。 

 また、このことを当該中学校だけの問題とせず、校長会を通じて市内全小・中学校で

共有し、改めて公金の適正な運用を指導するよう教育委員会に指示いたしました。 

（令和 4年 11月 2日回答） 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 


